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【
議
案
第
３
号
】
南
島
原
市

布
津
福
祉
セ
ン
タ
ー
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ

い
て

　
　
　
　

今
回
の
改
正
で
、

　
「
交
流
の
促
進
事
業
、
福
祉

の
推
進
の
充
実
を
図
る
た
め

の
事
業
を
行
う
」
と
あ
る
が
。

　
　
　
　

い
ろ
ん
な
年
齢
層

や
、
子
供
会
、
老
人
ク
ラ
ブ
、

婦
人
会
な
ど
、
各
種
団
体
の

方
々
に
幅
広
く
活
用
し
て
い

た
だ
き
た
い
と
い
う
こ
と
で
、

今
回
の
改
正
を
お
願
い
し
た
。

　
　
　

「
必
要
な
事
業
を
行

う
も
の
と
す
る
」
と
あ
る
が
、

ど
ん
な
も
の
を
考
え
て
い
る

の
か
。

　
　
　
　

子
供
会
や
婦
人
会
、

老
人
ク
ラ
ブ
等
も
含
め
、
市

民
の
方
、
文
化
協
会
等
で
作

ら
れ
た
作
品
の
展
示
や
、
健

康
器
具
を
設
置
し
て
、
健
康

づ
く
り
と
体
力
づ
く
り
を
含

め
て
で
き
た
ら
と
検
討
を
し

て
い
る
。

　
【
議
案
第
６
号
】
史
跡
原
城

跡
・
日
野
江
城
跡
専
門
委
員

会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
に
つ
い
て

　
　
　
　

本
会
議
で
も
複
数

の
議
員
か
ら
質
疑
が
出
た
が
、

こ
の
条
例
案
で
は
、「
専
門
委

員
会
に
、
特
別
の
事
項
を
調

査
審
議
さ
せ
る
た
め
に
必
要

が
あ
る
と
き
は
、
特
別
委
員

を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。」と

な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
員
数

も
定
め
ら
れ
て
い
な
い
な
ど
、

修
正
す
べ
き
と
思
う
が
。

　
　
　
　

委
員
発
議
で
修
正

案
を
提
出
い
た
だ
け
れ
ば
と

思
う
。

　

改
正
後
の
条
例
に
、「
前
項

に
規
定
す
る
委
員
の
ほ
か
、

特
別
委
員
10
人
以
内
」
と
修

正
し
可
決
し
た
。

　
【
議
案
第
10
号
】
令
和
元
年

度
南
島
原
市
一
般
会
計
補
正

予
算
（
第
１
号
）

（
教
育
委
員
会
関
係
）

　
　
　

「
学
校
施
設
環
境
改

善
交
付
金
」
と
は
ど
う
い
う

も
の
か
、
ま
た
、
深
江
と
布

津
、
有
家
の
補
助
金
の
割
合

が
違
う
が
。　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
「
学
校
施
設
環
境
改

善
交
付
金
」
は
、
公
立
の
学

校
施
設
の
施
設
整
備
を
円
滑

に
進
め
る
た
め
に
、
国
が
助

成
を
す
る
も
の
で
あ
る
。
補

助
金
の
割
合
が
違
う
の
は
、

深
江
地
区
は
、
普
賢
岳
災
害

等
も
あ
り
、
多
量
の
降
灰
地

区
に
指
定
さ
れ
て
お
り
、
補

助
率
が
３
分
の
２
と
な
っ
て

い
る
。
布
津
町
か
ら
北
有
馬

町
も
降
灰
地
域
に
指
定
さ
れ

て
い
る
が
、
補
助
率
は
２
分

の
１
で
あ
る
。

（
福
祉
保
健
部
関
係
）

　
（
消
費
税
の
引
き
上
げ
に
よ

り
、
影
響
を
受
け
や
す
い
低

所
得
者
・
子
育
て
の
世
帯
主

に
プ
レ
ミ
ア
ム
商
品
券
の
発

行
・
販
売
を
行
う
）

　
　
　
　

プ
レ
ミ
ア
ム
付
商

品
券
発
行
、
販
売
で
対
象
と

な
る
、
非
課
税
世
帯
、
３
歳

未
満
の
子
供
の
人
数
は
。

　
　
　
　

非
課
税
世
帯
対
象

者
が
、
１
万
２
千
人
、
３
歳

未
満
児
の
子
供
が
約
１
千
人

で
、
合
計
１
万
３
千
人
を
予

定
し
て
い
る
。

　
　
　
　

プ
レ
ミ
ア
ム
付
商

品
券
の
、
申
請
や
引
き
渡
し

は
い
つ
ご
ろ
か
ら
行
う
の
か
。

ま
た
、
有
効
期
間
は
。

　
　
　
　

対
象
者
の
方
に
７

月
に
通
知
し
、
引
換
券
の
受

付
を
８
月
初
旬
に
行
い
、
そ

こ
で
審
査
し
、
該
当
す
る
方

々
に
対
し
て
、
９
月
の
中
旬

か
ら
下
旬
に
か
け
て
引
換
券

の
発
送
を
行
う
。

そ
の
引
換
券
で
郵
便
局
に
て

商
品
券
を
購
入
す
る
。
使
用

期
間
は
10
月
１
日
か
ら
、
２

月
29
日
迄
で
あ
る
。

そ
の
他
の
付
託
案
件

　
【
承
認
第
１
号
】
専
決
処
分

の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ

い
て
（
南
島
原
市
税
条
例
等

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に

つ
い
て
）

　
【
承
認
第
２
号
】
専
決
処
分

の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ

い
て
（
南
島
原
市
国
民
健
康

保
険
税
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
に
つ
い
て
）

　
【
議
案
第
２
号
】
南
島
原
市

税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
に
つ
い
て

　
【
議
案
第
４
号
】
南
島
原
市

家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備

及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を

定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
に
つ
い
て

　
【
議
案
第
５
号
】
南
島
原
市

放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業

の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る

基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て
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（
田
中
次
廣
委
員
長
）

議
案
６
件
を
原
案
可
決
、
１
件
を
修
正
可
決

文
教
厚
生
委
員
長
報
告

文
教
厚
生
委
員
長
報
告

文
教
厚
生
委
員
長
報
告
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布津福祉センター「湯楽里」

原　城　跡日野江城跡


